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かかりつけ医機能報告制度について

〇 年間スケジュールについて

※報告対象医療機関：特定機能病院・歯科医業のみを行う医療機関を除く病院・診療所
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かかりつけ医機能報告制度について

〇 報告事項について

※かかりつけ医機能報告の具体的な運用や各報告事項の詳細については、令和７年度中に
「かかりつけ医機能報告マニュアル（仮称）」が厚生労働省から発出予定。

※所定の診療領域
皮膚・形成外科領域、神経・脳血管領域、精神科・神経科領域、眼領域、耳鼻咽喉領域、
呼吸器領域、消化器系領域、肝・胆道・膵臓領域、循環器系領域、腎・泌尿器系領域、
産科領域、婦人科領域、乳腺領域、内分泌・代謝・栄養領域、血液・ 免疫系領域、
筋・骨格系及び外傷領域、小児領域の１７の診療領域のこと。
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かかりつけ医機能報告制度について

〇 患者への説明について

医療法において、かかりつけ医機能（２号機能）の確保に係る体制を有することについて
都道府県知事の確認を受けた医療機関は、慢性疾患を有する高齢者等に在宅医療を提供する場合、
その他外来医療を提供するに当たっておおむね４ヶ月以上継続して医療を提供することが見込まれる
場合であって、患者又は家族から求めがあったときは、正当な理由がある場合を除き、疾患名、
治療計画等について適切な説明が行われるよう努めなければならないこととされている。

【概要】
〇 対象医療機関
かかりつけ医機能（２号機能）の確保に係る体制を有することについて、
都道府県知事の確認を受けた医療機関

〇 対象患者
慢性疾患を有する高齢者等の継続的な医療を要する患者

〇 対象となる場合
在宅医療を提供する場合その他外来医療を提供するに当たっておおむね４カ月以上継続して
医療を提供することが見込まれる場合で、患者やその家族から求めがあったとき（努力義務）

【説明方法】
・書面
・電子メール等
・磁気ディスク
・患者の同意を得て電子カルテ情報共有システムにおける患者サマリーに入力

【説明内容】
・疾患名、治療に関する計画、当該病院又は診療所の名称、住所及び連絡先
・当該患者に対して発揮するかかりつけ医機
・病院又は診療所の管理者が患者への適切な医療の提供のために必要と判断する事項

患者説明様式（例）
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かかりつけ医機能報告制度について

〇 協議の場の開催について
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かかりつけ医機能報告制度について

〇 コーディネーターについて

【定義】
地域において必要なかかりつけ医機能を確保するためのコーディネート機能を果たす者を
「かかりつけ医機能推進コーディネーター（以下「コーディネーター」という。）」とする。

【期待される役割】
コーディネーターは、地域の医療・介護関係者等との調整やかかりつけ医機能報告制度を
運用する都道府県に対する助言等の支援を行うなど、主として、かかりつけ医機能報告制度
に基づく協議の場の運営や協議結果に基づく具体的方策の円滑な推進に寄与することが期待
される。

コーディネーターが担う具体的な役割の例として、協議の場の運営支援、協議結果に基づく
具体的方策の実施に向けた地域の関係者との調整が考えられ、その役割を果たす際においては、
各地域の実情に応じた対応が期待される。

【求められる要件】
都道府県がかかりつけ医機能報告制度に基づく業務を円滑に行うために、地域の医療・
介護関係者等とのコーディネート機能を適切に担うことができる者であること。

医療分野及び介護分野に関する知識や経験を有する者が望ましい。

※ コーディネーターについて特定の資格要件は定めないが、医療分野においては、医師、
保健師、看護師等の医療に係る国家資格を有する者や、医療ソーシャルワーカーの実務
経験等を有する者であることが望ましい。

※ かかりつけ医機能報告制度や医療計画制度等をはじめとする医療制度への理解が あり、
地域の関係団体や医療・介護等の専門職と調整できる立場の者であることが望ましい。

※ 各地域における課題の把握や分析、具体的方策の検討・実施において、都道府県等への
助言や提案等ができる者であることが望ましい。
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